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7.一之宮町今谷地内

14.松倉町地内

3.大洞町地内

2.上切町地内

8.国府町三川地内

27.国府町瓜巣地内

28.国府町瓜巣地内
20.下切町地内

23.松之木町地内

24.大洞町地内

26.上岡本町7丁目地内

22.新宮町地内

21.新宮町地内

19.越後町地内18.松倉町地内

25.片野町3丁目地内

13.三福寺町地内

16.新宮町地内 11.西之一色町3丁目地内

17.上岡本町8丁目地内

6.清見町藤瀬地内

10.西洞町地内

9.西洞町地内

12.三福寺町地内

5.松倉町地内

1.大平町地内
4.松倉町地内

15.下切町地内
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N新火葬場建設の候補地を絞り込み
新火葬場を建設するのに適さないと考えられる場所を除外

新しい火葬場の建設に向けて準備を進める
中、これまでに市民の皆様からご提案いただ
いた場所を基本に、新しい火葬場の建設地と
してふさわしい場所の検討を行っています。
そのような中、第一次選考として火葬場の
建設地として適さないと考えられる要件を設
定し、その要件に該当する場所について、候
補地から除くこととしました。

▪適さないと考えられる要件▪
1防災上の課題がある場所
2�市街地から離れた場所(市役所を中心として
半径5km圏外)
3風致地区など開発の規制がある場所
4�故人を見送る施設との隣接を避けた方がよ
いと考えられる施設がある場所
5病院などからよく見える場所
6�近隣（100m以内）に住宅や観光施設など
がある場所

その結果、今回、検討を進めている28カ所
の候補地から、17カ所を除外することとしま
した。

今後は、市が整備しようとする新火葬場の
コンセプトを整理し、今回残った11カ所につ
いて、新火葬場の建設地として必要な要件な
どのランク付けを行い、総合的な比較検討を
行った上で最適地を決めていく予定です。

除外要件
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1 大平町地内 ◉

2 上切町地内 ◉

3 大洞町地内 ◉

4 松倉町地内 ◉

5 松倉町地内 ◉

6 清見町藤瀬地内 ◉

7 一之宮町今谷地内 ◉ ◉

8 国府町三川地内 ◉

9 西洞町地内 ◉

10 西洞町地内 ◉

11 西之一色町3丁目地内 ◉ ◉

12 三福寺町地内 ◉ ◉

13 三福寺町地内 ◉

14 松倉町地内 ◉

15 下切町地内 ◉

16 新宮町地内 ◉

17 上岡本町8丁目地内 ◉

18 松倉町地内

19 越後町地内

20 下切町地内

21 新宮町地内

22 新宮町地内

23 松之木町地内

24 大洞町地内

25 片野町3丁目地内

26 上岡本町7丁目地内

27 国府町瓜巣地内

28 国府町瓜巣地内

1〜17▶候補地として不適当と判断した場所
18〜28▶候補地として検討を続ける場所

候補地一覧

半径5㎞圏ライン はおおよその位置です

候補地として検討を続ける場所00.○○町地内

候補地として不適当と判断した場所00.○○町地内

引き続き、皆様からのご意見を募集しております。また、
過去に行った市民説明会の内容をまとめたDVDの貸し出し
や職員の出前講座も行っていますので、町内会や社会教育
の集いの際にはぜひご利用ください。また、個人などで興
味を持たれた方など、お気軽にお問い合わせください。

市民課� ☎35―3137問合先
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